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原子力発電所の過酷事故 に伴 う被害額の試算

トネ 勝 俊

レフェ リー付 き論文

初稿 受付 日2003年10月6日 採択 決 定 日2004年9月22日

日本 では温暖 化 防止 のため に原 子 力発 電が一 層重 要 にな る との見 解 があ るが,そ

の危 険性 も慎 重 に考 慮 して進 め る必要 が あ る。 本論 文で は その参考 と して放射 性物

質 放 出事 故時 の損害 額 を推計 した。原 子 力事故 被害計 算用 の瀬尾 コー ドを近畿 圏 で

最 大 級の 原子 力発 電所 で ある大 飯3号 機 に適用 し,そ の 結果 を用 いて人 的被 害 ・物

的損 害 を金額化 した。被 害総額 は風 向 きに よって異 な るが,平 均 して約62兆 円,最

悪の 場合 に約279兆 円 に達す る(事 故後50年 間 の総額 の現在 価 値)。 人的 被害 と物 的

損 害 の比 率 は平均20:80で あ るが,こ の 比率 も方位 に よって大 き く異 な る。平均62

兆 円 とい う総被 害額 は,現 在 の原 子 力損害 賠償 制度 が原 子 力事 業者 に義 務づ け る損

害賠 償措 置(責 任 保 険/補 償契 約)の 上 限額600億 円 の1000倍 を超 え るた め,万 一 の

事 故の 際 に被 害者 が十分 な保護 ・補 償 を得 られ る制 度構 築 が求め られ る。

キー ワー ド 原子 力発 電所,事 故,損 害,被 害 額

1は じ め に

京都議定書の温室効果ガス削減 目標を達成す るためには,原 子力発電が一層重要になると

の見解がある。 しか し,原 子力の意義は直接的に温室効果ガスを排出 しないという便益面だ

けでな く,廃 炉費用,放 射性廃棄物保管費用や,炉 心溶融事故の潜在的な被害額など,見 え

に くい費用 も考慮 して判断すべ きである。大事故時の被害額に関 しては,欧 米では最近でも

い くつかの試算が出されているが,日 本では 「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損

害 に関す る試算」(科学技術庁/原 子力産業会議1960)に 続 く定量的評価はみ られない。その

点で本研究は,現 時点で大規模 な原子力発電所事故が起こった際に周辺住民に及ぶ被害額の

推計方法 と推計値 に関する参考資料 として意義を持ちうるものである。

2原 子力発電所の事故被害推計 をめ ぐって

上述の科学技術庁 と原子力産業会議による試算は当時非公開とされた。熱出力50万kWの
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原子炉の事故被害額が,最 悪の条件下で3.7兆 円(当 時の国家予算の約二倍)と 見積 もられた

ためである。この試算は1960年 と古 く,現 在の原子力発電所の規模,貨 幣価値,一 人当た り

損害額 を考えれば,現 状では金額はさらに膨 らむであろう。

HennickeundLechtenbdhmer(1999)は,ド イッで行われた立場の異なる三つの研究をレ

ビュー し,人 的・物的被害総額 はせいぜい10倍 程度(ド イツのGDPの 約3分 の1か ら約3倍

まで)し か違わないが,事 故発生確率の想定には300倍 もの開きがあり,結果 として電力kWh

あた りの外部費用は4桁 以上 もの違いが生 じていることを示 した。特に事故確率 を一千万分

の一 と仮定 した研究では,kWhあ たりの外部費用は0.00015～0.00086ペ ニヒと無視 しうる値

になる(1ペ ニ ヒはおよそ0.7円)。

米国初の事故評価ではWASH-740(1957年)に おv・て50万 ～70億 ドルと見積 もられた。そ

の18年後に発表されたWASH-1400(1975年)で は,最 悪の場合3300人 が急性死,年 当た り

1500人 のガン死者が30年 間にわたり発生,人 的被害を除 く財産損害は最大140億 ドル(1975年

の名 目GDPの 約O.8%)規 模の損害 となるが,こ うした事態に至 る確率は炉・年あた り10億

分の1と された。この報告は公表直後から確率計算に様々な疑義が唱えられ,1979年1月18

日に米国原子力規制委員会が支持を撤回,そ の直後の3月28日 にはス リーマイル島原子力発

電所事故が実際に発生 した。

原子力事故の確率計算(確 率的安全評価=PSA,ProbabilisticSafetyAssessment)に つい

ては桜井(1994)に 詳 しい。桜井の レビューによればPSAは 炉心溶融の確率に関 して炉年あ

たり10-5--10-7と いう非常に低い値 を示す。外部に放射性物質を放出する事故の確率 はさら

に低 くなる。しか し小出(1977)に よれば,PSAの イペン トッリーには全ての事故経路を含

むことが出来ず,ま た機器の故障率について も信頼できるデータの蓄積が十分 とは言えない

ため,確 率の絶対値を 「安全性の証明」 として額面どお り受け入れることはできない。

国民の原子力に対する政治的受容性は,国 民が主観的に想定する事故発生確率 と,最 悪の

事態における潜在的な災害規模の二つの要因から決まるであろう。前者については専門機関

のPSAや,保 険会社の保険料設定の考え方などを参考にで きるとして も,後者については十

分な判断材料が与えられてこなかった。本研究は,こ の被害額の推計値 を与えることで,そ

の判断の一助 となることを目的 とする。

3事 故被害計算の考え方 と手法

原子力発電所の大事故の被害人 口 ・被害面積の計算のために開発された瀬尾コー ド(京 都

大学原子炉実験所,故 瀬尾健氏による)を,大 飯3号 機(福 井県大飯町〉に適用 し,そ の結
1)

果を用いて被害額の評価 を行った。

ここでは簡潔に手法 と結果を解説 し,詳 細は巻末の付録 を参照 していただ くこととする。
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瀬尾コー ドでは,あ る発電所の地理的条件(周 辺の人ロ分布等)と 気象条件の下で放射性物

質の放出を伴 う事故が起こったとして,土 地汚染度や被害人 口を計算する(瀬 尾1995)。 瀬尾

はWASH-1400(1975)の 確率計算については批判的であったが,最 大限の事故を想定す る

上でWASH-1400の 非確率論的箇所(事 故経過や放射性物質の蓄積 ・放出に関す るもの)を

援用 している。本研究では,用 意された事故類型の うちPWR2型 を用いたが,こ の事故の放

射性物質放出量は,チ ェルノブイリ事故の放出量推定値にも近い(巻 末A-2-1)。 被害の計

算 は大飯3号 炉を中心に16方位 に分 けて行った。放射性物質を含 んだ低空の雲は上空の空気の

へ と拡散せず,風 下に向かって22.5度 の角度で くさび型に拡散 してゆくものと考えている。

風向頻度や風速などの気象条件は福井県の観測データを参考 に設定 している(巻末A-2-2)。

放射性物質の降下 した地域における土地の汚染度と,公 衆の被曝値か ら,急 性障害 ・晩発性

障害(発 ガン等)の 件数が得 られる(仮 定の詳細は表1お よび巻末A-4を 見よ)。

表1本 研究における損害 ・被害の考え方

損害分類 損害項目 計算の仮定 単位損害仮定

物
的
損
害

被曝防止
措置

緊急避難 ・移住費用 移動交 通費,一 時宿泊(2週 間),中 期的居住(1年) 39万 円/人

農産物廃棄損失 農業の年間粗生産額の半分(∴休耕時期は被害な し) 市区町村統計

漁業禁止による損失 近隣府県で3ヶ 月間の漁業禁止 市区町村統計

人的資本の
所得損失

一定期間の非就業 避難 ・強制移住 ・農業禁止の対象者は1年 間非就業 市区町村統計

転職に伴う賃金低下 1年 後 に再就 職 し,賃 金 は30%下 落 市区町村統計

物的資本の
所得損失

土地 ・設備の所得損失 1480[kBq/m2]以 上の 汚染地 は50年 間の居 住禁 止 市区町村統計

農地からの所得損失 185[kBq/m2]以 上 の汚染地は10年 の農業禁止措置 市区町村統計

人
的
被
害

急性障害

軽微な急性障害 半数 発症 線量0.75[Sv],90%発 症線量1、00[Sv],治 療 費 3,0万 円/件

重篤な急性障害 半数発症 線量2.00[Sv],90%発 症線量2.50[Sv],治 療 費 74.0万/件

急性死 半数致死 線量4.00[Sv],90%致 死線量6.00[Sv],VSL 45074万 円/件

晩発性障害

ガン死 0,0500[件/人Sv],ICRPの1991年 勧告に準ず る,VSL 45165万 円/件

治癒される発ガン 0.1235[件/人Sv],ICRPの1991年 勧告に準 ず る,治 療費 196.1万 円/件

遺伝的障害 0.0100[件 ノ人Sv],ICRPの1991年 勧告に準ず る,治 療費 75.7万 円/件

その結果を用いて,物 的損害(被 曝防止措置費用,人 的資本の所得損失,物 的資本の所得

損失)と,人 的被害(死 亡 ・疾病 ・その他)の 総額 を推計する。物的損害は,被 害者の緊急

避難等 に伴 う避難費用や労働損失,汚 染地域での一定期間の居住禁止 ・農業禁止措置等によ

って失われる生産額 として計算する。発電所か ら半径10kmの 範囲は2日 程度で全員避難,

セシウムの放射能が148万 ベクレル/m2を 超える地域は2週 間程度で全員避難 とし,経 済活動

は恒久的に禁止 される。同18,5万 ベクレル/m2を 超える地域は農業が10年 間禁止 される。従 っ

て,こ れ らの対策の対象範囲に大都市が含 まれると物的損害額は大きくなる。

人的被害は,こ れらの緊急措置が採 られた上でも発生が避けられないもの として計算 し,

過大評価を避 けている。被害額は急性障害 ・晩発性障害の推定発生件数に一人当た り医療費

や確率的生命価値(VSL,ValueofStatisticalLife)の 推定値 を乗 じて求める。これらの計算

の前提 ・根拠 は表1お よび付録A-5に 示す。
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計算は事故発生後の50年 間を対象に行う。計算に用し、たデータは市区町村 レベルの人口 ・

経済活動統計であ り,そ の位置は役場所在地で代表 させている。計算の対象 となる項 目は表

2の とおりである。最終的に,こ れらの損害額 を風向頻度に基づいて加重平均 し,平 均的な

損害額を求める。

4結 果 とその解釈

それぞれの風向に対する詳細な結果については,14--15ペ ージの集約表 を参照 していただ

き,こ こでは代表的な結果について検討を加 える。

大事故によって,風 下160～200kmの 範囲まで居住禁止 となり,農 業が禁止 される地域は

風下500kmを 超 える。これは,例 えば西風の場合 には岐阜県の大部分まで居住禁止 となり,

千葉県 まで農業が禁止されることを意味する。

図1急 性死数(人)
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SW SE

SSW SSE
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図2ガ ン死数(万 人)
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※方角名は風下を示す。風向は180度逆の方角である

付近住民はすみやかに避難するが,避 難までに摂取 した放射性物質のために多 くが急性放

射性障害で命を落 とす。最悪の場合は風下に人口の多い地域が近接 している場合で,北 西の

風の さい17072人 が,北 東の風では11871人 が急性死すると予想される(図1)。 発ガンは発電

所から遠 く離れた住民の間でも長期間にわたって発生 してゆくため人数が多 くなる。最 も多

くなるのは東京 ・神奈川 まで汚染 される西風の場合(約41万 人)と,京 都 ・大阪の大都市が

風下 となる北風の場合(約14.5万 人)で ある。本研究の推計値ほ,高 濃度汚染地の住民は早
3)

期避難 を仮定 しているためガ ン死数が抑えられている。いずれにせ よ,人 口の少ない方向や

海側に放射性物質が流れる場合には被害はほとんどな くなる(図3)。 居住禁止 となる地域が

広 くなるにつれ,ま たそこに大都市や生産拠点がふ くまれるにつれ,物 的損害の総額は大 き
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被害総額(兆 円)

N

※方角名 は風下で.風 向は180度 逆。図中心部 の濃色が人的

被害,周 囲の薄色 が物 的損害

くなる。北風の場合には京都 ・大

阪が,ま た西北西の風の場合には

名古屋周辺まで居住禁止 となるた

め,損 害 額 は266,6兆 円 お よび

208.1兆 円 ときわめて大 きい金額

となる。これは推計対象期間であ

る50年 間の生産損失額の現在割引

価値(割 引率3%)と して求めた
4)

ものである。

物的損害の総額 と,人 的被害を

金額化 したものを積み重ねてグラ

フ化 したものが図3で ある。図の

中心部で濃 く示 した部分が人的被

害,薄 く示 した部分が物的損害で

あり,中 心からグラフ先端 までの

距離が,そ の合計 としての総被害

額 を示す。各方角の損害額 を風向頻度に基づ いて加重平均 した平均損害額は約62.1兆 円(う

ち物的損害49.6兆 円)と なる。

早期避難 を含 む基本的な想定の もとでは,物 的損害の方が人的被害よりも大幅に大 きい。

例 えば,京 都 ・大阪を含 む地域が居住禁止 とな り損害額が最大 となる北風の場合,被 害総額

279.8兆 円の内訳は,人 的被害33.2兆 円,物 的損害246.6兆 円である。

ここでは詳細 を示 さないが,居 住禁止措置を緩和(50km以 遠は居住可能と)し たケース

も試算 した。そのさい物的損害の金額は数兆円水準 まで激減するが,そ の半面晩発性障害が

激増するため,被 害総額はほとんど変化 しないことが別途の計算 よりわかっている。

任意の事故確率 を用いて,こ れ らの被害額を電力lkWhあ た りの期待 リスク(い わゆる

「外部費用」)に換算できる。計算式は[総 被害額(円)]÷[年 発電量(kWh)]×[年 事故確率]

である。例えば,大 飯3号 炉(118万kW)が80%の 設備利用率で一年間稼働すれば82.7億kWh

の電力 を生産で きるか ら,被 害額が62.1兆 円な らば,年 事故確率が一千万分 の一 ならば

0.00075円/kWhの 水準 となる。しかし原子力事故の性質上,こ のような期待 リスクが実際の

保険料率算定など実用的な意味を持つか疑問であ り,期 待 リスクだけでな く用いられた確率

と総被害額が示 されるべ きである。

これまでの結果は割引率を3%と して計算 していたが,経 済成長率を0%と 想定 している

ため,割 引率を0%と す る考え方 もあ りうる。一種の感度分析 として,別 途0%の 割引率を
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想 定 して計 算 を行 っ た。各風 向 に つ い て 加 重 平 均 した 被 害 総 額 でみ た場 合,人 的 被 害 は 約12.5

兆 円 か ら約24.1兆 円 と倍 増 し,物 的 損 害 は約49.3兆 円 か ら約79.9兆 円 へ と,約62%増 加 す る

こ とに な る。 総 被 害 額 は約62.1兆 円 か ら約104.0兆 円 へ と約67%増 加 す る。

5結 ぴ

大型原子力発電所の大事故が現実化すれば,早 期の避難を行っても最大約1.7万 人 もの住

民が急性障害で死亡 し,晩 発性のガンで死亡する住民 も最大約41万 人にのぼる。経済的には

平均 して約62.1兆 円,最 大約266.6兆 円 もの人的被害・物的損害が長期にわたって発生するこ

とになる。最悪の場合での被害額は日本の年間GDPの 半分を超 える。これはもちろん,多 く

の仮定に基づ く試算に過 ぎず,仮 定のいかんにより結果が変わりうるものであるが,総 じて

この ような原子力事故の絶対的規模については十分に広 く認識されてこなかった と思われ る。

万一の大事故の場合,被 害者が十分に救済 されることが求め られる。 日本では原子力施設

の事故について電力会社が無過失無限責任 を負ってお り,損 害賠償の原資を確保するため原

子力損害賠償措置(保 険など)を 講 じねばならない。賠償責任保険 ・賠償補償契約の金額は

現在600億 円 と定め られているが,こ の金額は62.1兆 円の1033分 の1で,266.6兆 円に比べ る

と4443分 の1に 過ぎない。それを超える部分 は電力会社が行う賠償に対 して政府が国会の議

決 に基づ き必要な援助を行 うとい う法規定であるが,こ のようなあいまいなルールでは被害

者だけでな く電力会社にとって も心許ないように思われる。今後 も原子力を利用 してゆくの

であれば,潜 在的な被害者に対する補償に備 えた制度の再構築が求め られる。当面必要 とな

る対応 として,① 賠償措置額の引 き上げ,② 米国の ような事後的な事業者間相互扶助制度,

③原子力災害債券等を用いた リスク市場化(卯 辰2002)な どの案について,日 本での実現可

能性 を検討する段階に来ているのではないだろうか。

付録A原 子力発電所事故評価の考え方

A-1計 算 プ ログ ラム と計 算 の概要

被 害住 民 の被曝量 や 土地 汚染 に関 しては京都 大学 原子 炉実 験所 の故 ・瀬尾健 氏 の開発 した瀬 尾 コ

ー ドを用 いて計 算 す る。原 子炉 内の核 分裂 生成 物蓄積 量 や放 出時 間 ・放 出量,風 向 ・風 速 ・大気安

定度,周 辺 の地 理 的条 件 な どの 入力条 件 か ら,風 下地 域 の放射 能 汚染度 や,被 害住 民の 被曝 量,急

性死 者 ・ガ ン死 者数 の推 計等 を行 うこ とが で き る(詳 しくは,小 出 ・瀬尾(1997)あ るいは瀬 尾(1995)

を参 照)。 瀬尾 コー ドは,本 研究 で は罹 患 者数 も計算 で きる よう改 良 された。

物 的損 害 につ いて は,付 近 住 民の緊 急避 難 に要す るコス トの他,瀬 尾 コー ドか ら出力 され る風 下

距 離 と土地 汚染 度の 関係 を受 けて,一 定期 間の居 住禁 止 区域 や農業禁 止 区域 の範 囲 を定 め,こ れ ら

の措 置 に よって失 われ る付 加価値 額 を求 め,こ れ を損 害額 とした(A-6)。 人的被 害 に関 して は,

瀬尾 コー ドの結 果 を,確 率 的生命 価値 や標 準的 医療 費 を用 いて金額 換算 した(A-5)。 最 終 的 には,
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16方 位 の被 害額 を個 別 に示 した後,風 向頻度 を用 い て加重 平均の被 害額 も算 出 した。

人的被 害 ・物 的損害 と もに,計 算対 象期 間は事 故後50年 と し,そ の現 在割 引価 値 を求 め る。 これ

は,瀬 尾 コー ドの人 的被曝 量計 算が50年 を基準 に行わ れ てい るためで あ る。

A-2瀬 尾 コー ドに入力す べ き基 本 的前 提条 件

瀬 尾 コー ドで放射 能 被害 を計算 す る際 に は,発 電所 名(位 置 ・出力規 模 ・放射性 核種 蓄積 量 に関

連),事 故 類型(ど の ような原 因か ら炉心 溶 融が生 じ,外 部 に どの核種 が どれ だ け放 出 され るか を示

した もので,瀬 尾 コー ドで は米 国のWASH-1400を 参 考 に15類 型 が用 意 され てい る),風 速 ・大 気

安定 度(放 射性 物 質の拡 散 に関係),滞 在 時間(被 害 住 民の域外 避難 までに要 す る時間 で,滞 在 中 は

外 部 被曝 を受け る),地 面遮 蔽係 数(屋 内の放 射線 が屋 外 に くらべ どれ だ け弱 ま るか を示 す)な どの

前提 条件 の 入力 が必要 で あ る。可 能 な限 り合理 的 な仮 定 を与 え る考 え方 を以 下 に示す 。

A-2-1原 子 力発 電所 名 と事 故形 態

今後 の新 設炉 大 型化 に対応 して,近 畿地 方 で最大 の大 飯3・4号 基(1180MW)を 対 象 とす る。事

故類 型 は,大 型 事故 と して比較 的典 型 的 なPWR-2型 を用 い る。 これ は 「炉 心冷 却系 が故 障 して炉

心溶 融。 さ らに格納 容 器ス プ レイ と熱 除去 系 も故 障す るた め,格 納 容器 系 の圧力上 昇 を抑 え るこ と

が 出来ず,つ いに は格 納容器 の 耐圧 限度 を突破 して破裂 す る」という事 故経 路 を た どる(瀬 尾1995,

p.176)。PWR-2型 の 放射性 物質 放 出量 は おおむ ねチ ェル ノブ イ リ事故 の放 出量 の推 計値 に相 当す

る と考 えて よい。

表A-1風 下 方向 の方 角 ・風 速(2000.11--2002.10,観 測局:小 浜)と 汚染 地距 離i

風 向 風向値
(度)

年平 均風 速
(m/s)

当該風向頻度
(%)

居住禁 止距 離
(km)

148万Bq/m2

農 業禁 止距 離

(km)
18.5万Bq/m2

風下の方角

N 180.0 2.5 7.7 168 594 S

NNE 202.5 2.2 5.3 176 594 SSW

NE 225.0 1.3 1.4 197 551 SW

ENE 247.5 1.1 1.3 198 522 WSW

E 270.0 1.3 5.0 197 551 W

ESE 292.5 2.0 27.6 181 593 WNW

SE 315.0 2.2 17.4 176 594 NW

SSE 337.5 1.9 3.1 184 591 NNW

S 000.0 1.9 1.5 184 591 N

SSW 022.5 2.0 1.7 181 593 NNE

SW 045.0 1.9 2.0 184 591 NE

WSW 067.5 2.0 2.0 181 593 ENE

w 090.0 2.3 3.5 173 596 E

WNW 112.5 2.5 6.0 168 594 ESE

NW 135.0 2.8 7.5 161 589 SE

NNW 157.5 2.1 6.3 179 594 SSE
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A-2-2風 速 ・大 気安 定度

これ らの条件 は,福 井渠 の ホー ムペ ー ジ 「大気 汚染情 報総 合 メニ ュー」 に おけ る,風 速別 風 向頻

度表 を参 考 に定 めた。 風速 は,大 飯 原発 に最 寄 りの小浜 観測 所 にお け る,2000年11月 ～2002年10月

の観 測実績 か ら,16方 位 それ ぞれ の年 間平均風 速 を用 いた(表A-1,左 か ら3列 目)。

計 算 にお いて,事 故 後 は風向 が 変化 しな い と仮 定す る。大 気安 定度 は,同 じホー ムペ ー ジの 「時

刻別 平均値 表」 を用 い,同 期間 の気 象三 国観 測局 のパ スキル 大気 安定 度デ ー タを参考 に,年 間頻 度

の大 きいD型(地 表 の空気 が あ ま り上 空へ と拡 散 しな い状況)を 想定 す る。 以上 の 入力値 の他,16

方位 別の 汚染評価 が 隙間 な く行 える よ うに(放 射 能拡 散 角度 がち ょうど22.5。 とな るよ うに),拡 散

角度 に関連 す る放 射 能放 出時間 のパ ラメタ を調 整 した。

A-2-3滞 在 時 間 と汚 染地 距離

放射 能 が 日本海 側 に流 れな い場合 は,半 径10km以 内の地 域 で は風 下 方向 に含 まれ るか どうか に

かか わ らず平均2日 で全員 が域 外 に避難(滞 在 時 間2日)し,風 下範 囲 内でセ シ ウムの地表 汚染 が

148万 ベ ク レル/m2(40キ ュ リー/km2)を 超 え る地域 は平 均15日 で全員避 難(滞 在 時 間15日),そ れ以

遠 は平 常 どお り居 住 が認 め られ る(滞 在 時間50年=18263日)と 想定 す る。 これ らは,政 府 の防災指

針や,チ ェル ノブイ リ事故 後の ロシアや ベ ラルー シ等 の対応 を参 考 に して決 め てい る。

A-2-4地 面 遮蔽 係数

瀬尾 コー ドの想 定 では,地 面 に沈着 した放射 性物 質 か らの被曝 は,建 物 に よって あ る程度 遮蔽 で

きる とされて いる。長期 にわ た り居 住 を続 け る汚染 地域 で は外 出 を含 む平均 的 な生活パ ター ン と建

築構 造の異 な る住 宅の 比率 を参考 に して遮 蔽係 数 を0.37と 設定 した。 また,避 難 を待 つ住民 の場 合

は,遮 蔽 条件 の よい避難 所 や家 屋 内で過 ごす 時間 が長 くな る と考 え,10km圏 内 につ いて は約0 .12,

148万 ベ ク レル/km2以 上 の 汚染地 域 は約0.19と す る(『原子 力施 設等 の 防災対策 につい て』,『社会生

活基 本 調査 』,『住 宅 ・土地 統計調 査』 な どを参 考 に設定)。

A-3農 作物 ・畜産物 の廃 棄,農 業 の放 棄

瀬 尾 コー ドで は,内 部被曝 の推 計 に は事 故時 に吸 入 した放射 性物 質 か らの 被曝 のみ を用 い,食 物

摂取 に よる被曝 量 は,事 故後 の対 応 に よって大 き く変化 しう るた め これ を捨 象 して いる。 これ は,

内部 被曝 に関 して著 しい過小 評価 につ なが る もので あ るが,こ れ と整合性 を とるに は,農 作物 に対

し厳 しい放射 能汚染基 準 を想 定す る必 要が あ る(→A-7)。

A-4被 曝 と健 康被 害の 関係

A-4-1急 性 障害 と急 性死

瀬尾 コー ドの初 期 設定 に したが い,急 性障 害の 見積 も りは短期 線 量(当 初7.日 間の線 量 と,以 後

23日 間の線 量の 半分 を足 した もの)に 基 づ き,以 下の 関数 に よっ て行 う。

L(D)=
1

1・(舞



原子力発電所の過酷事故に伴う被害額の試算 9

ただ し,Dは 短期 線量,D,は 半数致 死線 量,aは パ ラメタ であ る。パ ラメタaを 求 め るた め に,

ICRP(1991>等 を参考 に,軽 微 な急性 症(頭 痛 ・倦 怠感 な どの軽微 な 自覚 症状 を含 み,検 査 や簡 単

な手 当 を必要 とす る もの),重 篤 な急性症(嘔 吐 ・下痢等 の 消化 器系疾 患,白 血球 減少 等の 血液 異 常,

放射 線 火傷 ・脱毛 な どの症状 を見 せ,入 院 を必要 とす る もの),急 性死(重 篤 な急性症 に よる致死)

の線 量 と発生 率 の関係 を表A-2の ように想 定す る。

表A-2被 曝線量と急性障害発生率の関係

発生率 軽微な急性症 重篤な急性症 急性死

半数 発症 ・致死 線量(Sv)

90%発 症 ・致死線 量(Sv)

0.75

1.00

2.00

2.50

4.00

6.00

こ:れに よれ ば,軽 微 な急性症 は0.25シ ー ベル ト前後 で 発生 しは じめ,急 激 に曲線 が立 ち上 が り,

1シ ーベル ト程 度で ほ とん どの 人が検 査 や手 当 を必要 とす る。1.5シ ーベ ル トを超 え るあた りか ら,

重篤 な急性症 を呈す る人が 現れ は じめ,2。5シ ーベ ル トで はほ とん どの 人が この ような急性症 を発 す

る。 ここ までの線 量 で も一 部 は死 に至 るが,4シ ーベ ル トを超 え る と半数 が死 亡 し,6シ ー ペル ト

で は9割 が死 亡 す る と想定 す る。

A-4-2晩 発性 障 害:発 ガ ンと遺 伝的 影響 、

晩 発性 障害 と して,発 ガ ンと遺 伝的 影響 を取 り挙 げ る。 これ らは,公 衆被 曝量 に比例 して晩 発性

障害 が発生 す る との仮 定の もとで,長 期の 集団被 曝線 量(50年 間 の積算 線量)に 基 づ い て計算 す る。

ICRP(1991>を 参 考 に リスク係 数 を定め る。す なわ ち1万 人 シー一ペ ル トの被曝 に よ って,500人 がガ

ン死 し,非 致死 性 のガ ン も1235件 発生(う ち998件 は治癒 率 の高 い皮膚 ガ ン),そ れ に重 篤 な遺伝 的

影 響 が100件 生 じる もの とす る。な お,瀬 尾 はICRPの ガ ン死 リス ク係 数(500人/万 人Sv)を 過 小

評価 と考 えて お り,本 来 の瀬尾 コー ドで は彼 が最 も適 切 と考 え るゴフマ ンの係 数(4000人/万 人Sv)

を用 いて いた。 これ に従 えば,ガ ン死 ・発ガ ン推 計値 は約8倍 に増 加す る こ とに なる。

晩 発性 障 害の係 数 は急性死 を免れ た人 口の み に適用 し,急 性死 とガ ン死 は重複 しな い。

A-4-3被 曝 計算上 の 注意事 項

急性 障 害 につ いて は,距 離 に応 じて決 まる住 民 の被曝 量 か ら急 性障 害発生 率が 決 ま り,こ れ を風

下の 市町村 の 人 口に乗 じるこ とで被害 者数 が求 まる。晩 発性 障害 につ い ては,被 曝 量 と人 口の積 で

あ る集 団被 曝量 に リス ク係 数 を乗 じる ことに よっ て被 害 者数 を求 め るこ とがで き る。 これ らの被 害

は市 町村 を単位 として把握 す る。 市町村 の位 置情 報 は役 場所 在地 の北緯 東経 に代表 させ てい るので,

人 口は県庁所 在地 に集 中 してい るかの ように解釈 す るこ とにな る。

A-5人 的 被害 の金 銭評 価

前項 の計算 で得 られ た死 亡数 と罹 患数 を用 い て,人 的損 害の総 額 を求め る。

急性死 ・ガ ン死 に適用 す る確 率 的生命 の価値 には,欧 州 のExternEプ ロジェ ク トで採 用 された

336万 ユ ー ロ(2000年 価格)を 用 い る(Friedrichetal.2001,p.88)。1ユ ー ロ=約135円 と して円換

算 し,丸 め て ち ょうど4.5億 円 と設定 した。放 射性 被曝 に伴 ってお こ る,死 亡 に至 らない疾 患 につ い
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ては,日 本 では損失 余命価 値等 に関 して信 頼 で き る研究 が なかな か見 られ な いため,今 回は評価 に

含 めず,入 院 ・治療 の費用 だ け を計上 す る。

発 ガ ン と重篤 な急性 障害 は入 院 を必要 とす る。一 人 当た りの入院 費用 は,「厚生 労働省 統計 表 デー

タベ ー ス システム」 か ら得 られ た 「傷 病分 類,入 院一 入 院外 ・年齢 階層 別一 般診療 医療 費(平 成12

年度)」 と 「総 患者 数,性 一 年齢 階級 ・傷病 大分類 別(平 成11年)」 を用 いて計 算 した。 「悪性 新生物

(ガ ン)」 の入 院費 は総 額 が20913億 円,患 者数 が127.0万 人で あ るこ とか ら164.7万 円/人,罹 患 ・入

院 に よる労 働所得 の損 失が別 途31.4万 円上 乗せ され,合 計196.1万 円 となる。この労働 所得 損失 は,

平均 入院 日数31.4日,一 人 一 日あ た り損失 を一万 円 と して計算 したが,こ の 一万 円 は 日本の2001年

の一 人一 日あた りGDPに ほぼ一致 す る。

放射 線被 曝 に よる重篤 な 急性障 害 は,お もに 「消化 器系 の疾 患」 と 「血 液 及び造 血期 の疾 患並 び

に免疫 機構 の障害 」と して現 れ る と考 え られ る。前者 につ い ては,入 院費 総額 は17313億 円,患 者数

が180.3万 人 で ある ことか ら96.0万 円/人,後 者 につ いて は,入 院費総 額 は1313億 円,患 者数 が25 .2

万 人 であ る ことか ら52.1万 円/人 とな る。放射 線被 曝 に伴 う両疾 患の比 率 は不 明 なの で1:1と 仮定

し,一 人 当た り入 院費 は単純 平均 よ り74.0万 円 と設定 す る。 ただ し,事 故 直後 の労働 所 得の損 失 は

物 的損 害計算 の対 象 に含 まれ るの で ここ には含 めな い。

死 に至 るガ ンや 急性 死 の場合 に も入 院が必 要 で あるか ら,確 率 的生 命価値 に上 述 の一 人 当た り入

院 費 を上 乗せ す る。

重 篤 な遺伝 的障害 が何 を意味 す るの かは,ICRP(1991)に おい て も必 ず しも明 白では ない。厚 生

労働 省 のデ ータベ ース にお いて関連 す る疾病類 型 は 「先天奇 形 ・変形及 び染 色体 異 常」 であ るため,

これ を援 用す る。入院 費総額 は838億 円,患 者数 が11.1万 人 で あ るこ とか ら,一 人 当 た り医療 費 は75 .5

万円 とな る。

軽微 な急性障害 は,被 害 者 に とって一 時的 な 自覚 症状 が あ るが,医 師 の検 査 ・診察 を受 け安 静に

した り,簡 単 な治療 ・投薬 を受 け るこ とに よって容 易 に回復 す る もの と考 え る。 これ らに必要 な金

額 は,一 人 当た り3万 円 と仮 定 す る。

これ らを まとめ た もの は本文 中の表1に す でに示 した。 これ らを被害 者の総 数 に乗 じるこ とに よ

って,人 的被 害の 総額 を求 め るこ とが で きる。現 在価 値 の計算 は,ガ ンにつ いて25年 後 まで直線 的

に増加 し,そ の後 ゼ ロ まで 直線的 に減少 す るこ と,遺 伝 的障害 につ いて は50年 後 まで直 線的 に増加

す る もの と想定 して,各 年 の損害額 を割 引計 算 して足 し合 わせ た。

A-6物 的損 害の基 本的 な考 え方

物 的損 害の試 算 で取 り扱 うのは,被 害 個 人の被 る金銭 的 費用,事 故対 応 措置 に よ り生 じる所 得損

失,お よび その純 総和 と して の社 会 的費 用 であ る。健康 被害 ・医療 費用 等 につ いて は人 的被害 試算

で取 り扱 っ たので,こ こでは除外 す べ きで あ る。取 り扱 う物 的損 害の範 囲 は,事 故原 発 の風下 に あ

た る市町村 におけ る定 量化 容易 な もの に限 り,域 外 へ の波及 効果(人 の移 動,食 料等 の需 要増加,

金 融 資産 の再投資 など によ る もの),生 態 系被 害,風 評 被害 な どにつ いて は捨象 す る。 また,韓 国 ・

ロシア等周 辺諸 国への 被害 も考慮 の外 にあ る。



原子力発電所の過酷事故に伴う被害額の試算 11

損 害計 算 の時 間的範 囲 は50年 で あ るが,経 済 成 長 を捨 象 し,各 年の経 済指標 は基 準年 の水 準の ま

ま一 定 で ある と仮 定 す る。 実際 に物 的損害 が発生 す るの は,主 に政 府の 命令 に よる強制 移住 や農業

禁止 措置 の ため と想定 して,そ れ ぞれ に禁 止期 間 を定め る。原発 か ら半径10kmお よび セ シウム148

万 ベ ク レル/m2(40キ ュ リー/km2)を 超 え る汚 染地 域 では全 員が 強制移 住 させ られ,す べ ての経 済活

動 が停 止 す る もの と仮 定す る。

また,人 的被 害計 算 にお いて,体 内被 曝 を捨象 してい る こ とか ら,整 合性 を保 つ ため に汚染地 域

に対 す る厳 しい農業 制限 を前提 とす る必要 が あ った。 チ ェル ノブイ リ事故後 の ウク ライ ナの措 置 を

参考 に,セ シ ウム18.5万 ベ ク レル/m2(5キ ュ リー/km2)で は農林 水産 業 を10年 間 に わた って完全 に

禁止 す る と想定 す る。 セ シウム5キ ュ リー 一一40キュ リーの範 囲 にあ る農業禁 止地域 で も,住 民 の居

住 は認 め られ,工 業 ・商業 につ い ては事故 前 と同様 の正 常 な業務 が継 続 で きる もの と仮 定 す る。

人 的被 害計 算 と同様,こ れ らの被害 は市 町村 を単位 と して把握 す る。 以下 の説 明か ら理解 され る

ように,各 市町村 の人 口や経済 指標 は基 本 的 に,各 市町村 の フ ロー ・デ ー タに よって容 易 に計 算可

能な もの とな る。

A-7物 的損 害の概 念

取 り扱 う物 的損害 の範 囲 は,① 被 曝 防止措 置 の実施 費用,② 人的 資本 か らの所 得損 失,③ 物 的資

本 か らの所 得損 失,の3項 目で あ る。

い ずれ に して も,二 重計 算 とな らな い よ うに配 慮す る。 さ らに,金 融資 産 は汚染 され ない ため,

これ らの物 的所得 は計 算 か ら捨 象す る。

A-7-1① 被曝 防止 措 置の実施 費用

被曝 防止 措置 の費用 には,緊 急避難 ・移住 の ため に必要 な一時 的 費用,汚 染食 料廃 棄,一 時 的 な

漁 業禁 止措 置の 費用が 含 まれ る。 汚染 除去 活動 は想 定 困難 の ため 本研 究で は捨象 す る。

a)避 難 ・移住 費用

緊 急避 難 ・移住 の ための 費用 は,人 の 移動 のた めの交 通費,お よび一 時的 な宿舎 ・住 居 のた めの

費 用 で ある。緊 急避難 ・移 住 は,二 週間 まで被 災地 域外 の ホテル 等 の宿泊施 設 に,そ れ以 降 は一般

的 な賃貸 住 宅 に居住す る もの と考 える。移 住者 は一 年間 に わた り就 業 困難 と想 定 され るの で(→A-

7-2),そ の間 の家賃 は支援 され るべ き もの とす る。以 下の ように一人 当た りの 費用 を定 め,そ れ

に対 象 人数 ・日数 を乗 じる ことで計算 す る。

ア)移 動 のた めの交通 費:1人 あ た り1万 円

イ)一 時 的宿泊 費用:1日1人 あた り1万 円 ×14日=14万 円/人

ウ)約 一 年 間の居 住 費:1月1人 あた り2万 円 ×12ヶ 月 二24万 円/人

工)上 記 合計:39万 円/人

b)食 料廃 棄 に よる損 失

風下 地域 の 汚染 食料 廃 棄 につ いて は,栽 培 中の作物 を全て破 棄す る もの と考 える。一 年の 半分 が

休 耕期 間 で ある と仮 定す れば,被 災 地 ・汚染 地の 年 間農業粗 生産 額 の半分 が失 われ るもの と して計
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算 しうる。粗生 産額 は市町村 問の 苗等 の 中間財取 引 に よる重複の 可能性 もあ るため,こ の項 目はや

や過 大評 価 とな って いるか もしれ な いが,全 体的 な計算 結果 を大 き く左 右 す る もの では ない。

c)漁 業 禁止 に よる損失

南 風の場 合 に は 日本海 に放射 能雲 が流 れ るため,本 研 究 の分 析枠 組 みで は人的被 害 と農業 被 害 は

発生 しない と考 え られ るが,漁 業 につ いて は,近 海 の魚 介類 の放射 能汚 染 に注意 して,近 隣5府 渠

(新潟 ・富 山 ・石 川 ・福井 ・京都)で3ヶ 月 間の漁業 禁止 措置 が行 われ る とす る。 『平 成12年 漁業 生

産 額』 な どの デー タ を用 い て,損 害額 は約105億 円 と推計 され た。

A-7-2② 人 的資本 か らの所得 損失

人的 資本 の損 害 は,退 避 ・非難 ・移 住 お よび治療 の ため一 定期 間就 業 で きない こ と,お よび一 部

の人 の転職 に伴 う賃 金低下 か ら くる所 得損 失 であ る。全員 が強 制移住 させ られ るセ シウム148万 ベ ク

レル/m2以 上 の 汚染地 つ いて は,人 々が移 住先 で再就 職 す る まで一 年か か り,再 就 職時 の賃 金所 得

の 下落 幅 は平均 して30%と 仮定 す る。 それ以遠 の汚染 地域 で は農林 水産業 の みが禁 止措 置 を受 け る

ため,こ れ らの職業 に従 事 して いた人 々 は,域 内 または域外 で転職 す る こ とに よ り労働 所 得 を30%失

う とす る(農 地 に関す る資本所 得分 は次 項 で取 り扱 う)。農業 禁止 と作 物廃 棄 の重 複 を避 け るため,

農業 の耕 作期 間 は,事 故 に伴 う作 物廃 棄 を行 った次 の耕作 年 よ り起算 す る と解釈 す る。再 就職 後9

年 が経 過す ると,再 熟練 ・昇 進 ・世代 交代等 に よ りもとの所得水 準 に回復 す る と想 定す る。個 人企

業 につ いて は,所 得の 半分 が労働 に よ る もの と仮 定す る。再 就職 先 の地 方での所 得 増加等 は重複計

算 を避 け るため に捨 象 した。

A-7-3③ 物 的資 本 か らの所 得損 失

土地 や生 産 設備 な どの物 的 資本 の損害 は,そ の 資本 か らの将来 所得損 失 か ら推計 す る。

全員 が 強制移 住 させ られ る被 災地 につ い ては,恒 久 的 に経 済活動 が禁 止 され る もの と考 え る。本

試 算 は50年 の時 間範 囲 につ いて行 うため,域 内の企 業所 得 お よび 家賃収 入が50年 分 失 われ る として

計 算す る。 農業 を含 む個人 企業 につ い ては,個 人企 業所 得の 半分 が土地 ・生産 資本 か ら得 られ た も

の と仮 定す る。10年 間に わた って農業 活動 が禁 止 され る汚染地 域 では,農 業 に関す る10年 分 の土地 ・

資 本所得 が 消滅 す る とす る。

A-7-4そ の 他の 既存 資産の 損失 の取 り扱 い に関 して

前項 でみ た よ うに,土 地 ・生産 設備 ・住 宅等の 物 的損 害の みが所得 損失 と して把握 され るため,

既 存 資産 の損 失 と して把 握 され る対 象 は限 られ る。持 ち運 び 可能 な消費財 ・耐 久財 等 は(若 干甘 い

仮 定 で あ るが)汚 染 地域 外 に持 ち出 し,洗 浄 す るな ど して これ まで どお り利 用 で き る もの とみ な し,

これ らの損 害(洗 浄 費用 も含 め)を 捨象 す る。 また,持 ち運 び不 能 な耐久 財 は物 的 資本 の一部 と と

らえ,A-7-3で の計 算 にす でに含 まれ て い ると とらえ る。 また,金 融資 産 は汚染 され ず何 ら損失

を被 らな いた め計 算 の対 象 とな らない(こ れ ら金融 資産 は非 汚染地 に再 投 資 され,同 額 の 資本所 得

を もた らす と解釈 す れば よい)。

結 局,汚 染 によ って破 棄せ ざる を得 な い もの と して最 も重 要 な もの は農産物 な どで あ るが,こ れ

はA-7-1で すで に計 算 されて い る。従 って この項 にお い て特 段追 加すべ き項 目はな い
。
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A-8計 算手法

物的損害の計算は,市区町村を単位としたデータを用いた簡便な方法で行う。事故原発の風下22,5

度の角度に収 まる地域で,一 定距離内に入り禁止措置の対象となった市区町村ごとに均質に被害が

発生するものと考え,各 市区町村の一定期間の所得減少額などを計算する。

A-9デ ータ

計 算 に用 い るデー タは1999年 に関 す る市区町村 デ ー タで あ るが,入 手 可能性 に応 じて前後 す る年 ・

年度 の系列 も区別 な く用 い るこ とが あ る。 必要 な系列 は以下 の通 りで あ る:① 人 口,② 農 業粗生 産

額,③ 労働 所得(農 林水 産 業 を除 く),④ 物 的資 本所 得(農 林 水産 業 を除 く),⑤ 農 業 労働所 得,⑥

農 業物 的 資本所 得,⑦ 漁 業生 産額

用 い るデー タ は,『統計 で み る市区町村 の すが た2002』(以 下 統計A),『 平成11年 度 県 民経済 計 算』

(統計B),『 平成11年 農業粗 生産 額及 び生産 農業 所得 』(統 計C)お よび 『平成12年 漁業生 産 額』(統

計D)か ら得 た。

① の人 口お よび② の農業 粗生 産額 につ いては,統 計Aの 数値 が その ま ま利用 で きる。

③ の労働 所得 お よび④ 物的資 本所 得(そ れぞれ 農林 水産 業 を除 く)に つ いては,統 計Aの 各市 区

町村 の デ ータが利 用 で きな いため,統 計Bの 「県 民所得 勘 定」 の都道 府県 デ ータ を以下 の よ うに加

工 し,人 ロに応 じて各 市 区町村 に割 り振 っ て用 い る。③ の労 働所 得(農 林 水産業 を除 く)は,統 計

Bに お け る 「雇 用者所 得 」に,「 その 他の産 業Jの 「個 人企 業所 得 」の 半分 を労働 か らの所 得 と して

加 えた もの であ る。 「雇 用者 所 得」 は,「 賃 金 ・俸給 」,「社 会 保障雇 主 負担」,「その他 の雇 主負 担」

集約表1人 的被害発生数と被害額(50年 間にわたる損害につき割引率3%で の現在割引価値)

風 向 風 速 風向頻度 住禁距離 軽微障害 重篤障害 急性死 非致死癌 ガ ン死 遺伝障害 被害額

m/s 驚 髭m 人 人 人 人 人 入 十億円

南 L9 0,015 184 0 0 0 0 0 0 0

南南西 2.0 0,017 181 5 0 0 23553 953G ユ908 2,174

南西 L9 0,020 184 937 0 0 223656 90548 18108 20,660

西南西 2.0 0,020 181 49448 15 16 318615 128986 25796 29,439

西 2.3 0,035 173 22288 3747 202 1012732 409820 82001 93,603

西北西 2.5 0,060 168 20598 4461 209 330831 133734 26790 30,612

北西 2.8 0,075 161 39795 33263 ユ7072 80104 2ユ946 6486 12,741

北北西 2.1 0,063 179 3463 0 1 58838 23821 4768 5,436

北 2.5 0,077 168 6159 2698 233 359319 145233 29089 33,245

北北東 2.2 0,053 176 13700 7040 5825 201647 81142 16818 21,142

北東 L3 0,014 197 26000 12121 11871 256426 103710 22163 29,015

東北東 1.1 0,013 198 96655 51946 2405 344492 139468 27900 32,944

東 L3 0,050 197 18178 2 3 68651 27797 5555 6,344

東南東 2.o 0,276 181 2673 1 1 4ユ37 1676 337 383

南東 2.2 0,174 176 0 0 0 0 0 0 0

南南東 L9 0,031 184 0 0 0 0 0 0 0

平均※ 1,000 10769 4351 1838 128151 51025 10423 12,475

※無風の場合 を除 く全体 を100%と し,風 向頻度で加重平均 をとった もの
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集約表2物 的損害額(50年 間にわたる損害につき割引率3%で の現在割引価値)

風向 頻度 避難費用
人的資本
所得損失

物的資本所得損失 農産物
損失

農業労働
所得損失

農業資本
所得損失

漁業
被害額

物的損害
総額

方位 比率 十億円 十億円 .十億 円 十億円 十億円 十億円 十億円 十億円

南 0,015 16 269 742 1 2 18 11 1059

南南西 b,017 31 534 1476 13 14 66 11 2144

南西 0,020 809 15338 32334 406 479 1559 11 50936

西南西 0,020 136 2508 6563 673 942 2638 11 13470

西 0,035 662 12947 32621 683 992 2940 0 50843

西北西 0,060 2768 60160 142403 279 426 2050 0 208087

北西 0,076 743 13526 32093 118 111 877 0 47468

北北西 0,063 482 8775 25150 32 43 336 0 34818

北 0,078 4244 88218 152962 93 133 911 0 246561

北北東 0,053 2313 45489 72752 105 172 1043 0 121874

北東 0,014 769 14631 24275 360 455 1509 0 41999

東北東 0,013 572 10436 20061 298 349 1283 0 32999

東 0,050 248 4382 8474 78 94 554 11 13841

東南東 0,278 28 510 1228 4 7 46 11 1833

南東 0,175 16 269 742 1 2 18 11 1059

南南東 0,031 16 269 742 1 2 18 11 1059

平均 ※ 792 16072 31864 101 138 610 0 49576

※無風 の場合 を除 く全体 を100%と し,風 向頻度で加重平均 をとった もの

の三 項 目よ り構 成 され るが,そ の全 て を組 み入 れ る。 ④ の物的 資本所 得 は,統 計Bに お け る 「家 計

受取 賃貸 料」 と,「 企業 所得 」 の大部分 を加 えた もので あ る。 「企 業所 得」 は 「民 間法 人」・「公的企

業」・「個 人企 業」 か ら構 成 され,上 述の ように 「個 人企業 」 は さ らに 「農林 水産 業」,「その他 の産

業」,「持 ち家 」か らな るが,こ こ では 「その他 の産業 」 の半分 と 「持 ち家」 を加 えた もの が必要 と

な る。

⑤ の農 業労 働所 得 お よび⑥ の農業 物的資 本所 得 は,統 計Cに よる各県 の 「生 産農業 所 得」(p,13)

か ら得 る。農業所 得 は,半 分 が労働,半 分 が土地 ・資 本 か ら生 じる と仮定 し,⑤ と⑥ それ ぞれ が 「生

産農 業所 得」 の半 分 と考 え る。 い ずれ も,統 計Aの 「第 一次産 業就 業 者数」 に応 じて各市 区町村 に

割 り当て る もとす る。 ⑦ の漁業 生産額 は,統 計Dの 県別 の漁業 生産額 をそ の まま利 用 す る。

注

瀬尾 コー ドにつ き,開 発者 の瀬 尾健 氏,懇 切 に ご指 導下 さった小 出裕章 氏 に厚 くお礼 申 し上 げ

ます。 また,匿 名の 査読 者 の貴重 な コメ ン トに もこの場 を借 りて感謝 申 し上 げ ます。

1)瀬 尾 コー ドは計 算前提 や プ ログ ラムが公 開 されて お り,個 人用 のPCで 容 易 に利 用 で きるた

め広 く応 用 され て い る。 また,大 飯3号 は今 後の 原子 力発 電所大 型化 に対応 して近 畿 圏で最大 の

もの と して選択 した もので あ り,他 と比べ危 険性 が大 きい と考 え たため で はない。

2)同 じ方向 に風 が 吹 き続 ける との想 定 は現 実的 で はな いが,こ こで は16方 位 全部 につ いて計 算

し加 重平均 を とるため,全 体 と して見 れば大 きな問題 にはつ なが らな い と考 え られ る。

3)瀬 尾(1995)で は大 飯2号 炉 の事 故 に対 して近 畿地 方 で500万 人 規模 のガ ン死 を予想 して いる。

ガ ン死 リスク係 数(A-4-2参 照)や 被曝時 間,遮 蔽係 数等 の違 いが結果 に現 れ てい る。
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4)域 内の 固定 資産 につ い て は,そ の資 産 か らの将 来所 得 の現在 価値 が資 産価値 に対 応 す る。
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